
平成23年度事務事業評価表（平成22年度振り返り）

政策名

所管課係名

事業費
（実績額）

人件費
（理論値）

トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

□ ■ □ 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

9,570 1 100 必要性 4 有効性 4 達成度 3 効率性 3 必要性 有効性 達成度 効率性

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度

財源 ■ □ □ 9,570 70 100

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 9,570 32,898 90

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

32,898 46 100 必要性 4 有効性 4 達成度 3 効率性 3 必要性 有効性 達成度 効率性

（ 件 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度

財源 ■ □ □ 32,898 92 91

上乗 □ （ 件 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 32,898 2,802 74

□ （ 件 ） （ 件 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

11,788 11,788 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 3 必要性 有効性 達成度 効率性

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度

財源 □ ■ □ 11,032 11,032 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ □ 全部委託 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

■ 一部委託 □ 補助・助成金 10,396 10,396 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

11,788 11,788 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度

財源 □ ■ □ 11,032 11,032 100

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

□ □ 全部委託 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

■ 一部委託 □ 補助・助成金 10,396 10,396 100

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

一般財源分

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

だれもがいきいき幸せに暮らせるまち 施策番号・名 16 保健医療の推進とスポーツの振興 基本事業番号・名 16-05

1,650,236
説明欄：高齢者の医療の確保に関する法律
および関係法令に基づき療養給付・高額療
養費給付等の事業を実施しており事業の内
容は変更出来ない。

所管課長 保険年金課　 菅原　信

説明欄：

1,421,982

1,325,945

説明欄：

14,755

15,274

24年度以降に向けた方向性： 現状維持
説明欄：東京都後期高齢
者医療広域連合に支払う
療養給付費負担金、保険
料等負担金、事務費負担
金の一部、保険料軽減措
置負担金の一部、葬祭費
負担金、葬祭費の支給、
葬祭費決定通知等の郵送
料など

24年度以降に向けた方向性：

24年度以降に向けた方向性： 現状維持
説明欄：東京都後期高齢
者医療広域連合に支払う
事務費負担金の一部、被
保険者証交付・再交付等
に係る郵送料など

24年度以降に向けた方向性：

16,491
説明欄：高齢者の医療の確保に関する法律
および関係法令に基づき後期高齢者医療被
保険証の交付・再交付等の事業を実施して
おり事業の内容は変更出来ない。

所管課長 保険年金課　 菅原　信

説明欄：旧老人保健法に基づき実施してい
る。事業の内容は変更できない。
平成２０年５月以降は、清算過程にあり、
過誤、再審査分のみとなり、件数、金額と
も減少傾向のある。

所管課長 保険年金課　 菅原　信

説明欄：

説明欄：

24年度以降に向けた方向性： 縮小
説明欄：

24年度以降に向けた方向性：

24年度以降に向けた方向性： 縮小
説明欄：

24年度以降に向けた方向性：

説明欄：旧老人保健法に基づき実施してい
る。事業の内容は変更できない。
平成２０年５月以降は、清算過程にあり、
過誤、再審査分のみとなり、件数、金額と
も減少傾向のある。

所管課長 保険年金課　 菅原　信

事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

老人医療制度の安定

事務事業全体

595

事務事業
番号

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

事務事業名

指標 指標 指標

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

16-05-01

保険年金課
高齢者医療係

対象
75歳以上で、20年3月まで、医療保険
に加入していた市民

75歳以上で、
20年3月まで、
医療保険に加
入していた市
民

診療報酬の請求
件数および現金
給付の申請件数

対象者の医療費の負担感を軽減する

根拠
法令
等

自主的 義務的

792 1,387

老人医療費給付事業

手段
・

内容

医療機関または対象者から請求され
た医療費を給付する

8,573 1,181 9,754

意図

613,982 1,157 615,139

経済的な負担
が軽減された
と考える対象
者数（のべ人
数）
／受診件数

16-05-02

保険年金課
高齢者医療係

対象
医療機関等から請求のあった診療報
酬明細書

医療機関等か
ら請求のあっ
た診療報酬明
細書の枚数

過誤・再審査等
の対象として返
戻した診療報酬
明細書の件数＋
第三者行為納付
金の件数＋不正
不当利得返納金
の件数

7 1,319 1,326

老人医療費適正化推
進事業

手段
・

内容

診療報酬明細書の受給資格と請求内
容を審査して不適切な請求は医療機
関等に返戻し、第三者行為、不当・
不正請求に係る返還請求を行う。

7 4,541 4,548

意図
不適切・不当・不正な請求を発見
し、医療費の適切な支出を行う。

4,596 4,450 9,046

（過誤・再審
査認定件数＋
第三者行為認
定件数＋不正
不当利得返納
件数）
／過誤・再審
査等の対象と
して返戻した
診療報酬明細
書の件数

16-05-03

保険年金課
高齢者医療係

対象 後期高齢者医療制度被保険者

後期高齢者医
療制度被保険
者数（23年3月
末時点）後期高齢者医療制度

資格管理事業

手段
・

内容

後期高齢者医療被保険者資格の異
動、被保険者証の交付・再交付、標
準負担額減額認定、特定疾病認定、
年度更新、基準収入額適用申請認定
等を行う。 14,755 9,083 23,838

意図
医療機関で診療を受ける際に、被保
険者証等を適切に使用してもらう

15,274 8,899 24,173

被保険者数/被
保険者証交付
件数

後期高齢者医療
制度被保険者証
交付件数

16,491 6,597 23,088

16-05-04

保険年金課
高齢者医療係

対象 後期高齢者医療制度被保険者

後期高齢者医
療制度被保険
者数（23年3月
末時点）

（高額医療費＋
療養費）申請受
付件数

被保険者が、いつでも適切な医療を
受けられる

全額補助 一部補助有 市全額

1,650,236

（国）高齢者の医療の確保に関する法律
（市）東久留米市後期高齢者医療に関する
条例・条例施行規則 5,806 1,656,042

後期高齢者医療制度
給付適正化事業

手段
・

内容

対象者から請求された高額医療費及
び療養費の支給申請書の受付をする
とともに振込口座の管理を行い、広
域連合から支給できるようにする。

1,421,982 7,720 1,429,702

意図

1,325,945 7,720 1,333,665

保険給付が受
けることがで
き る 対 象 と
なった被保険
者数/長寿医療
制度被保険者
数

努力義務的

（国）旧老人保健法
（市）旧東久留米市老人医療事務取扱細則

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

（国）旧老人保健法
（市）旧東久留米市老人医療事務取扱細則

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

（国）高齢者の医療の確保に関する法律
（市）東久留米市後期高齢者医療に関する
条例・条例施行規則

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

全庁評価会議
（24年度に向けた

方向性等）

説明欄：

説明欄：

説明欄：

説明欄：

東久留米市



平成23年度事務事業評価表（平成22年度振り返り）

政策名

所管課係名

事業費
（実績額）

人件費
（理論値）

トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

一般財源分

事業費の概要説明
事務事業の方向性、項目別評価

及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

だれもがいきいき幸せに暮らせるまち 施策番号・名 16 保健医療の推進とスポーツの振興 基本事業番号・名 16-05

事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

老人医療制度の安定

事務事業全体

事務事業
番号

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

事務事業名

指標 指標 指標

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

全庁評価会議
（24年度に向けた

方向性等）

□ ■ □ 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

11,788 11,788 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度

財源 □ ■ □ 11,032 11,032 100

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

□ □ 全部委託 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

■ 一部委託 □ 補助・助成金 10,396 10,396 100

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

□ □ ■ 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

11,788 137 69.5 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3 必要性 有効性 達成度 効率性

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度

財源 □ ■ □ 11,032 115 55.0

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 10,396 62 50.0

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

241
説明欄：高齢者の医療の確保に関する法律
に基づき事業を実施している。事業は実施
する必要がある。実施方法は変更が可能で
ある。また、後期高齢者医療制度は国民健
康保険・社会保険等の加入者であっても年
齢到達により自動的（生活保護受給者を除
く）に加入することとされており国民健康
保険と同様の健康の保持増進のための事業
を実施する必要がある。

所管課長 保険年金課　 菅原　信

説明欄：

171

58

説明欄：

130,985

130,985

24年度以降に向けた方向性： 現状維持
説明欄：被保険者の健康
増進のため実施している
特約保養施設利用補助
金、元気回復施設利用補
助金など

24年度以降に向けた方向性：

24年度以降に向けた方向性： 現状維持
説明欄：東京都後期高齢
者医療広域連合に支払う
保険基盤安定負担金、事
務費負担金の一部、保険
料軽減措置負担金の一
部、保険料通知書等の印
刷、保険料通知書等の郵
送料など

24年度以降に向けた方向性：

160,104
説明欄：高齢者の医療の確保に関する法律
および関係法令基づき適正に賦課しており
事業の内容は変更出来ない。

所管課長 保険年金課　 菅原　信

16-05-05

保険年金課
高齢者医療係

対象 後期高齢者医療制度被保険者

後期高齢者医
療制度被保険
者数（23年3月
末時点）

後期高齢者医療
保険料賦課件数

160,104 9,236 169,340

後期高齢者医療制度
賦課適正化事業

手段
・

内容

法令等に基づき、後期高齢者医療制
度被保険者の賦課資料をもとに賦課
する。必要に応じ所得調査、未申告
調査等を実施し、適正な賦課に努め
る。 130,985 12,716 143,701

意図
被保険者に対し、適正に保険料を賦
課する。

130,985 12,716 143,701

（賦課件数ー
賦 課 漏 れ 件
数）/賦課件数

16-05-06

保険年金課
高齢者医療係

対象 後期高齢者医療制度被保険者

後期高齢者医
療制度被保険
者数（23年3月
末時点）後期高齢者医療制度

保健事業

手段
・

内容

契約している保養施設及び入浴施設
の利用者に補助を行う。

171 182 353

意図 被保険者の健康の保持、増進を図る

58 178 236

利用券を使用
して施設を利
用した総件数/
利用券を発行
した枚数（保
養:申請者数×
1枚、元気：申
請者×5枚）

保養施設、元気
回復施設利用券
申請者数

241 2,639 2,880

努力義務的

（国）高齢者の医療の確保に関する法律
（市）東久留米市後期高齢者医療に関する
条例・条例施行規則

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

根拠
法令
等

自主的 義務的

一部補助有 市全額

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

（国）高齢者の医療の確保に関する法律
（市）東久留米市後期高齢者医療に関する
条例・条例施行規則、東久留米市後期高齢
者医療特約保養施設設置規則、東久留米市
後期高齢者医療元気回復施設利用規則

全額補助

説明欄：

説明欄：

東久留米市


